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第５章 救援 

 

１ 救援の実施 

 

(1) 救援の実施 

市長は、知事から救援の実施に関する事務（応急仮設住宅を除く。）の委任の

通知（実施すべき措置の内容及び期間）があったときは、次に掲げる措置のうち

で実施することとされた救援に関する措置を関係機関の協力を得て行う。 

① 収容施設の供与 

② 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

③ 被服、寝具その他生活必需品等の給与又は貸与 

④ 医療の提供及び助産 

⑤ 被災者の捜索及び救出 

⑥ 埋葬及び火葬 

⑦ 電話その他の通信設備の提供 

⑧ 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理 

⑨ 学用品の給与 

⑩ 死体の捜索及び処理 

⑪ 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運び込まれた土石、竹木等で、日

常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 

 

(2) 救援の補助 

市長は、上記で実施することとされた措置を除き、知事が実施する措置の補助

を行う。 

 

２ 関係機関との連携 

 

(1) 県への要請 

市長は、救援に当たって必要となる、食料、飲料水、医療等の提供などにおい

て対応が難しいと判断した場合、知事に必要な支援を求めるとともに、救援を実

施するために必要と判断したときは、知事に対して国及び他の都道府県に支援を

求めるよう、具体的な支援内容を示して要請する。 

 

(2) 他の市町との連携 

   市長は、救援を実施するために必要と判断したときは、知事に対し、県内の他

の市町との調整を行うよう要請する。 

 

(3) 日本赤十字社との連携 

市長は、知事が日本赤十字社に委託した救援の措置又はその応援の内容を踏ま

え、日本赤十字社と連携しながら救援の措置を実施する。 

 

   (4) 緊急物資の運送の求め 

市長は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、緊急物

資の運送を求める場合は、避難住民の運送の求めに準じて行う。 
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    ３ 救援の内容 

 

(1) 救援の基準等 

市長は、知事から救援の実施に関する事務の委任の通知を受け公示がなされた

ときは、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による

救援の程度及び方法の基準」（平成 16 年厚生労働省告示第 343 号。以下「救援の

程度及び基準」という。）に基づき救援を行う。 

市長は、「救援の程度及び基準」によっては救援の適切な実施が困難であると

判断する場合には、知事に対し、厚生労働大臣に特別な基準の設定についての意

見を申し出るよう要請する。 

 

(2) 救援における県との連携 

   市長は、平素から準備した基礎的な資料を参考に、救援に関する措置を実施す

る。 

また、県と連携して、ＮＢＣ攻撃による特殊な医療活動の実施に留意する。 

 

(3) 救援に当たっての留意事項 

市長は、救援の実施に際しては、おおむね以下の点に留意して行うものとする。 

ア 収容施設の供与 

・避難所の候補の把握（住民を収容可能な学校等公的施設、社会福祉施設、設

置可能な仮設小屋、天幕等とその用地の把握） 

・仮設トイレの設置及び清掃・消毒等の適切な管理 

・避難所におけるプライバシーの確保への配慮 

・高齢者、障害のある人、乳幼児その他特に配慮を要する者に配慮した避難所

の供与 

・老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者、障害の

ある人その他特に配慮を要する者を収容する長期避難住宅等の供与 

・収容期間が長期にわたる場合の対応（長期避難住宅等（賃貸住宅、宿泊施設

の居室等を含む。）とその用地の把握） 

・長期避難住宅等の設置のための資機材等に不足が生じた場合の対応 

・提供対象人数及び世帯数の把握 

イ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給並びに被服、寝具その他

生活必需品の給与及び貸与  

・食品、飲料水及び生活必需品等の備蓄物資の確認 

・物資の供給体制の整備、流通網の確認、不足が生じた場合の国等への支援要請 

・提供対象人数及び世帯数の把握 

・引き渡し場所や集積場所の確認、運送手段の調達、物資輸送の際の交通規制 

ウ 医療の提供及び助産 

・医薬品、医療資機材、ＮＢＣ対応資機材等の所在の確認 

・被災状況（被災者数、被災の程度等）の収集 

・救護班の編成、派遣及び活動に関する情報の収集 
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・避難住民等の健康状態の把握 

・利用可能な医療施設、医療従事者の確保状況の把握 

・医薬品、医療資機材等が不足した場合の対応 

・物資の引渡し場所や一時集積場所の確保 

・臨時の医療施設における応急医療体制の確保 

    エ 被災者の捜索及び救出 

・被災者の捜索及び救出の実施についての県警察、消防機関及び自衛隊、海上

保安部等の関係機関との連携 

・被災情報、安否情報等の情報収集への協力 

オ 埋葬及び火葬 

・墓地及び火葬場の被災状況、墓地の埋葬可能数及び火葬場の火葬能力等の把握 

・埋葬及び火葬すべき遺体の所在等についての情報集約体制 

・関係行政機関等との連携による墓地及び火葬場までの遺体の搬送体制の確保 

・「広域火葬計画の策定について」（平成 9 年 11 月 13 日衛企第 162 号厚生省

生活衛生局長通知）を踏まえた対応 

・県警察及び海上保安部等との連携による身元の確認、遺族等への遺体の引渡

し等の実施 

・法第 122 条及び法施行令第 34 条の規定に基づき「墓地、埋葬等に関する法律」

における埋葬及び火葬の手続に係る特例が定められた場合の対応（厚生労働

省が定める同法第５条及び第 14 条の特例） 

カ 電話その他の通信設備の提供 

・収容施設で保有する電話その他の通信設備等の状況把握 

・電気通信事業者等との設置工事の実施等を含めた調整 

・電話その他の通信設備等の設置箇所の選定 

・高齢者、障害のある人等への対応 

キ 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理 

・住宅の被災状況の収集体制（被災戸数、被災の程度） 

・応急修理の施工者の把握、修理のための資機材等の供給体制の確保 

・住宅の応急修理時期や優先箇所の決定 

・応急修理の相談窓口の設置 

ク 学用品の給与 

・児童生徒の被災状況の収集 

・不足する学用品の把握 

・学用品の給与体制の確保 

ケ 死体の捜索及び処理 

・死体の捜索及び処理の実施についての県警察、消防機関及び自衛隊、海上保

安部等の関係機関との連携 

・被災情報、安否情報の確認 

・死体の捜索及び処理の時期や場所の決定 

・死体の処理方法（死体の洗浄、縫合、消毒等、一時保存（原則既存の建物を
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利用）及び検案等の措置） 

・死体の一時保管場所の確保 

コ 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活

に著しい支障を及ぼしているものの除去 

・障害物の除去の対象となる住居等の状況の収集 

・障害物の除去の施工者との調整 

・障害物の除去の実施時期 

・障害物の除去に関する相談窓口の設置 

 

４ 救援の際の物資の売渡し要請等 

  

    市長は、知事から救援の実施に関する事務の委任の通知を受け公示がなされたと

きは、次の事務を実施する。 

 

(1) 物資の売渡しの要請等 

ア 市長は、救援を行うため必要があると認めるときは、救援の実施に必要な物

資（医薬品、食品、寝具その他法施行令で定める物資に限る。）であって生産、

集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うもの（以下「特定物

資」という。）について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請す

ることができる。 

イ この場合において、特定物資の所有者が正当な理由がないのに要請に応じな

いときは、市長は、救援を行うため特に必要があると認めるときに限り、当該

特定物資を収用することができる。 

ウ 市長は、救援を行うに当たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると

認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業と

する者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることができる。 

エ 市長は、特定物資が緊急かつ大量に必要となる場合など、市内で当該特定物

資が十分に確保することができない場合には、特定物資の売渡し要請、収用、

保管命令に関し、知事に要請する。 

 

(2) 土地等の使用 

ア 市長は、避難住民等に収容施設を供与し、又は避難住民等に対する医療の提

供を行うことを目的とした臨時の施設を開設するため、土地、家屋又は物資（以

下「土地等」という。）を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の

所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。 

    イ この場合において、土地等の所有者若しくは占有者が正当な理由がないのに

同意をしないとき、又は土地等の所有者若しくは占有者の所在が不明であるた

め同意を求めることができないときは、市長は、避難住民等に収容施設を供与

し、又は避難住民等に対する医療の提供を行うことを目的とした臨時の施設を

開設するため特に必要があると認めるときに限り、同意を得ないで、当該土地

等を使用することができる。 

 

(3) 公用令書の交付 
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市長は、特定物資の収用若しくは保管命令又は土地等の使用を行うときは、そ

れぞれ公用令書を交付して行う。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付す

べき相手方の所在が不明である場合は、事後に交付する。 

 

(4) 立入検査等 

ア 市長は、特定物資の収用若しくは保管命令、又は土地等の使用のため、必要

があるときは、職員に当該土地若しくは家屋又は当該特定物資を保管させる場

所若しくは当該特定物資若しくは物資の所在する場所に立ち入り、当該土地、

家屋又は特定物資若しくは物資の状況を検査させることができる。 

イ 市長は、特定物資を保管させたときは、当該保管を命じた者に対し必要な報

告を求め、又はその職員に当該特定物資を保管させてある場所に立ち入り、当

該特定物資の保管の状況を検査させることができる。 

ウ 職員が立ち入る場合においては、当該職員は、あらかじめ、その旨をその場

所の管理者に通知しなければならない。 

エ この場合において、その職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関

係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

 

(5) 医療の実施の要請等 

ア 市長は、大規模な武力攻撃災害が発生した場合において、避難住民等に対す

る医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の医

療関係者に対し、その場所及び期間その他の必要な事項を示して、医療を行う

よう要請することができる。 

イ 医療関係者が正当な理由がないのに要請に応じないときは、市長は、避難住

民等に対する医療を提供するため特に必要があると認めるときに限り、当該医

療関係者に対し、医療を行うべきことを指示することができる。この場合にお

いては、その場所及び期間その他の必要な事項を書面で示す。 

ウ 市長は、医療関係者に医療を行うよう要請し、又は医療を行うべきことを指

示するときは、当該医療関係者の安全の確保に関し十分に配慮し、危険が及ば

ないよう必要な措置を講じる。 

 


